
 

新型コロナウイルスの対応について 

 

石垣市では、令和２年２月２８日に「石垣市において感染者が発生して

いない」、「陸続きの他市町村と異なり通勤や通学での流入人口がない」、

「児童生徒が公共交通機関を使って登下校していない（一部を除く）ため

不特定多数との接触がない」、「共働き家庭が多く児童生徒を長期間休ま

せる際の親の仕事への支障が大きい」等のような判断基準の下、石垣市立

小中学校においては政府臨時休校要請の重要性を認識し、最大限の予防

対策を施したうえで休校しないことを決定いたしました。 

その後、感染防止の山場とみられていた２週間を経過し、本市において

は感染者が発生していないこと。本県において３名の感染報告以来、新規

の感染がでていないこと。児童生徒の屋内で過ごすことからのストレス

等を鑑み、別紙のとおりその取り扱いについて、各学校を通して保護者あ

てに送付いたしました。 
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